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はじめに 注意事項 ご申請の前に必ずお読みください。

□ 本奨励金の支給申請を実施する事業者においては、必ずこのマニュアルを確認し

たうえで申請を行ってください。

□『暑さに配慮した職場環境づくり奨励金』の申請は、国（デジタル庁）が提供す

る電子申請システム「Ｊグランツ」により受け付けます。

□ 申請の提出および申請に関する通知等は、原則として「Jグランツ」を通じて行

    います。

□ 申請にあたっては、財団ホームページに掲載している最新版の募集要項を必ず確

    認してください。

□ 提出に必要な様式（ファイル）は、財団ホームページに掲載しています。

    所定の様式をダウンロードのうえ、提出してください。

【Ｊグランツ】公式ウェブサイト  https://www.jgrants-portal.go.jp/ 
※操作方法等については、上記ウェブサイト内の「申請の流れ」 「事業者クイッ
クマニュアル」を確認してください。

【GビズID】公式ウェブサイト https://gbiz-id.go.jp/ 
※取得方法等については、上記ウェブサイト内の「手続きガイド」 「ご利用ガイ
ド」 「G ビズ ID クイックマニュアルＧビズＩＤプライム編（個人事業主）/（法
人代表者）」を確認してください。

※G ビズ ID の発行が間に合わないことに伴う受付期限の猶予は行っておりません。

お問い合わせ先

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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■本奨励金のスケジュールについて
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１ スケジュール

２ 支給申請方法

①エントリー通過事業者は、奨励金対象事業の取組を奨励金対象事業取組期

   間内に実施し、申請受付期間内に J グランツ上で支給申請を行ってください。

申請受付期間は上記スケジュールのとおりです。

※なお、締切は締切日の午後５時です。

②専用フォームに必要な項目を入力し、支給申請に必要な書類をアップロード

してください。多くの電子デ ータ（PDF スキャン画像等）が必要になりま

すので事前にご準備ください。

③写真データは 1 枚につき 20MB 以下で原則 jpeg 形式とします。

④アップロードするデータは文字の潰れなどがない鮮明なものとしてください。

※  令和８年３月５日以降の取組が奨励対象となります。

※【奨励金対象事業取組】と【支給申請】の期限はそれぞれ異なるため、
注意してください。



①支給申請後のアップロード、又は一度提出した書類の差し替えは原則できません。

②支給申請後に社名変更や事業所移転等の変更があった場合は J グランツ上で「事業者情報

   変更届出書（様式第８号）」を遅滞なく提出してください。

③支給申請の期限までに必要書類の提出がない場合、追加書類の提出期限を過ぎた場合、書

類の内容に関する確認又は問合せに対して回答がない場合等には、奨励金対象事業を中止

   したものとみなします。中止した場合は、理由の如何を問わず、再エントリー及び再申請

   はできません。

   ※提出書類に不備等があった場合は、別途期限を決めて書類を求める場合があります。

④審査の必要に応じ、職員による現地調査を実施します。

⑤審査の結果、支給決定されない場合があります。

⑥審査の経過・結果に関する問合せには一切応じられません。
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３ 注意事項

4 決定の通知について

①事務局にて内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、審査結果は J グランツ上に通知

   します（支給決定通知書又は不支給決定通知書の電子ファイルを添付）。

②支給決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。

③審査の経過・結果に関する問合せには、一切応じられません。

④理由の如何を問わず、決定通知書は再発行できません。

■本奨励金のスケジュールについて



■支給申請の方法について
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２ 様式のダウンロードについて

１ 支給対象事業者の要件の確認

ホームページにアップされている「募集要項」にて、本奨励金の支給対象事業者要件を必
ず事前に確認してください。

各種ファイルには、記入例も含まれているので参考にしてください。

支給申請では、
・様式第1～4号
・様式第5号
の作成および提出が必要になります。

必ず募集要項を確認の上、ダウンロー
ドして作成をしてください。



※支給申請フォームについては、事前エントリーの結果通知とともにお送りしています。

■支給申請の方法について
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３ 支給申請フォームについて

（タイトルなし）を押下すると、詳細が開きます。

① はじめに、事前エントリーを通過していることを確認してください。

“文書表示”を押下すると、事前エントリーの結果が記
載された文書が表示されます。
表示された文書内容を確認して、『事前エントリー』を通
過していることを確認してください。

マイページ内に「申請履歴」が表示されます。



■支給申請の方法について
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② 支給申請フォーム(ボタン)の表示について

事前エントリーを通過した場合、下部にある『提出可能な
申請』の中に各種申請フォーム（ボタン）が表示されます。
この中に、『支給申請』があることを確認してください。

令和８年度暑さに配慮した職場環境づくり奨励金_第１回

③ 支給申請フォームから『新規申請する』を押下してください。

こちらを押下すると、支給申請
フォームが開きます。
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④ 必要事項や確認事項の入力をしてください。

GビズID等の利用者情報が自動
入力されます。
必要に応じて修正をしてください。

GビズID等の登録情報が自動
入力されますが、各項目は、修
正可能となっています。
情報が異なっている場合は、支
給申請時点での正しい担当者
情報を入力してください。

下記は手入力です。
法人 ：代表者役職
個人事業主：企業等の所在地

■支給申請の方法について
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■支給申請の方法について

支給申請に必要な様式や提出
書類等を添付する項目があります。

各説明文と添付欄内のファイル名
称を確認の上、適切なファイルを
添付してください。

※こちらは、今回対象となる作業
場所が“屋内の場合のみ”写真の
添付が必要です。

募集要項 P13『8 支給申請』以降に記載のある、

支給申請についての説明等をよく確認してから作業
をしてください。
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■支給申請の方法について

※前のページで記載済み。

■アンケートについて
他の事業者等の参考となる優れた事例は、当財団のホームページ等に好事例として掲載させていただきたく、
ご協力いただける場合は選択肢から『掲載に協力できる』を選択してください。

全ての項目への入力やファイルの添付等が完了し、
『申請する』を押下すると、申請ができます。



9

３ マイページについて

① 申請内容の確認について

メール内に記載されているURLを押下すると、
マイページ内の申請をした内容の詳細が表示されます。

支給申請フォームから申請が完了すると、以下のような自動通知メールがGビズIDの登録
メールアドレスに届きます。

■支給申請の方法について
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３ マイページについて

② 差戻しがあった場合について

メール内に記載されているURLを押下すると、
差戻しのあった内容の詳細が表示されます。

万が一提出書類等に不備があり、事務局から差戻しがった場合には、以下のような自動通知
メールがGビズIDの登録メールアドレスに届きます。

参考：件名に『補助金申請が差戻しされました』との記載がある自動通知メールが
届きます。

差戻し内容によって、こちらにコメントが
記載されている場合がありますので、ご
確認ください。

■支給申請の方法について
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３ マイページについて

③ 修正作業と再申請について

修正箇所について確認をした後、その部分の修正をしてください。その後、最下部の『申請
する』ボタンを押下することで、修正後のデータを再申請することができます。

修正箇所の修正が全て完了したら、こちらを
押下してください。

修正後の再申請が完了すると、自動通知メールが届きます。
※URLを押下すると、再申請した内容が確認できます。

■支給申請の方法について
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４ 各種届け出について

① 各種届け出における申請様式について

各種届け出をする際の様式についてです。

各種届け出様式は、
・支給申請撤回届
・事業者情報変更届出書
・中止届出書
があります。

必ず、募集要項を確認の上、該当する
届出書をダウンロードして作成をして
ください。

■支給申請の方法について
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４ 各種届け出について

② 各種届け出の申請について

Jグランツ内にある専用フォームから申請してください。

※拡大図

※申請の進捗状況により、表示されるフォームの種類は
上記と異なる場合があります。

はじめに、申請履歴の中から、手続きが『支給申請』または『支給申請確認
中』であることを確認してください。
確認ができた場合は、左の（タイトルなし）を押下してください。

こちらの中から、該当する申請フォームを選択して申請を実
施してください。この際、事前に作成した届出書を添付する
必要があります。

■支給申請の方法について
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